
訪問調査に関する質問 
 

申請後、認定を受けていただくためには、必ず訪問調査を行う必要があります。 

訪問調査をなるべく早く、適正に受けていただくために下記の質問にお答えいた 

だきますようお願いいたします。 

 

    １ 被保険者（調査対象の方）についてご記入下さい。 
 

 

        氏 名                         
 

 

        住 所 （丹波篠山市）                 
       ※住民票以外のところにお住まいの場合は、今お住まいのところをご記入ください。 

 

 

    ２ 調査当日、聞き取り調査に付き添ってもらえる方がありますか？ 

①  あ る （ 家族 ・ 施設職員 ・ その他 ）     

②  な い            （          ） 

 

３ 入院中の方のみお答えください。退院のご予定はいつですか？ 

 

       医療機関名（                   ） 

 

退院時期 （    月    日     退院予定） 

 

    ４ 訪問調査の日程を決めるための連絡先について 

 

□  自 宅 

□  その他 氏名（        ）続柄（      ） 

      

連絡先電話番号                      

 

※できるだけ昼間に連絡できるところをご記入ください。夕方、朝など、ご連絡する 

時間帯が限られている場合は、その時間帯を「６その他…」の欄にご記入ください。 

     

５ 訪問調査の時間帯についてのご希望があればどちらかにご記入下さい。 

                       具体的に 

①  午前    ② 午後    ③ （       ） 

 
 

    ６ その他訪問調査についてのご意見がありましたらご記入下さい。 

 
 

 

 

 （訪問調査及び認定結果を早急に通知するためのお願い） 

 訪問調査については、原則として土日祝日は実施できません。 

 デイサービスなどの居宅サービス利用先施設への訪問調査はできません。 

 

更新・区分変更申請 


